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令和５年度 第２回大和町地区小学校再編協議会 議事録 

 

令和５年４月１３日（木）に大和生涯学習センター大研修室において、第２回大和町地

区小学校再編協議会を開催しました。出席者及び会議の経過並びに結果は次のとおりです。 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

   令和５年４月１３日（木） 

      開会 午後７時００分 

閉会 午後８時００分 

 

 

２ 事務局等の出席者 

   教育長                              橋本 秀博 

   教育部長                 武田 真治 

首席指導官                野中 裕二 

学校教育課長               古賀 洋 

学校教育課長補佐             荒巻 良二 

学校教育課長補佐兼施設係長         山田 智大 

学校教育課学校再編推進室長        藤吉 康裕 

学校教育課学校再編推進室学校再編推進係長 江崎 佑美 

   学校教育課学校再編推進室学校再編推進係員 中川 啓輔 

学校教育課学校再編推進室学校再編推進係員 金子 徳寿 

 

 

３ 出席委員 

   全４８名中４８名（欠席０名） 

 

 

４ 傍聴者 

３名 

 

 

５ 議事の大要 

学校再編推

進室長 

 

 

ただいまより「第２回大和町地区小学校再編協議会」を始めます。会議は事前に配

布しております次第に沿って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

まず「次第２ 委員の交代について」でございます。異動等に伴いまして委員の交

代がありましたので、新しい委員の紹介をいたします。 
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室長 

 

 

 

教育長 

 

室長 

 

 

 

 

教育長 

 

室長 

 

 

 

会長 

 

室長 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

《委員紹介》 

以上８名でございます。本日は時間の都合で代表の方にのみ委嘱状を交付させてい

ただきます。 

 

《委嘱状交付》 

 

ありがとうございました。再編協議が終了するまでの間、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 続きまして、「次第３ 教育長あいさつ」に移ります。４月１日より教育長となり

ました橋本教育長よりご挨拶申し上げます。 

 

《挨拶》 

 

ありがとうございました。 

それでは「次第４ 会長あいさつ」に進みます。中村会長よりごあいさつをお願い

いたします。 

 

《挨拶》 

 

ありがとうございました。 

それでは、これより議事に移りたいと思います。 

協議会設置要綱第７条の規定により、会長が議長を務めることになっておりますの

で、ここで進行を交代いたします。 

 

それでは、早速ですが、「次第５ 議事」を進めさせていただきます。 

「議事第１号 協議 副会長の選出について」事務局より説明をお願いします。 

 

本会の副会長については、前任の中島小学校前校長の福山委員が退任されたことに

より空席になっております。副会長につきましては、柳川市学校再編協議会設置要綱

第８条第５項により、委員の互選により選出することとなっております。どなたかご

推薦のある方いらっしゃいませんか。 

推薦が無ければ事務局案として、副会長を中島小学校校長の萩野 なぎさ 委員に

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

事務局より「副会長の選出について」提案がありました。ご意見がある方はいらっ

しゃいますか。 
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委員 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

副会長 

 

会長 

 

 

 

総務部会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

《異議なし》 

 

異議なしということですので、皆様の挙手をもって承認したいと思います。 

 

《過半数が挙手》 

 

ありがとうございました。それでは、副会長を萩野委員にお願いしたいと思います。

萩野委員は副会長席の方に移動をお願いします。 

では、一言挨拶をお願いします。 

 

《副会長挨拶》 

 

ありがとうございました。それでは次の議事に入ります。「議事第２号 報告 部

会報告について」、各部会の会議について部会長および事務局から報告をお願いしま

す。まず総務部会から報告をお願いいたします。 

 

【総務部会報告】開催日時・場所・出席者・協議検討事項 

（１）部会長、副部会長の選出 

（２）総務部会について 

（３）今後のスケジュール（案）について 

（４）校名候補の選定方法について 

（５）次回開催日程について 

【事務局報告】 協議・検討経過及び結果 

（１） 事務局より、部会長に大和校区公民館長の白谷宣夫委員、副部会長に六合小

校長の古賀英興委員を提案し、事務局案のとおり承認された。 

（２） 確認 

（３） 確認 

（４） 校名候補について、公募することを決定した。 

① 新しい小学校に通う子どもたちや保護者、地域の人の意見を反映するた

め、校名候補を公募する。 

② 募集内容については、議事第３号で説明する。 

③ 応募のあった校名の中から総務部会で協議・選定、学校再編協議会で最

終選考を行い、柳川市教育委員会で決定後、議会の議決を経て正式に決

定される。 

④ 次回部会では、公募後の選考方法について協議する予定。 

 

ありがとうございます。ただいまの説明についてご質問等がございましたら、挙手
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会長 

 

委員 

 

会長 

 

施設通学部

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

の上、指名された後に、校区とお名前を述べてから発言をお願いします。 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、次に施設通学部会から報告をお願いします。 

 

【施設通学部会報告】開催日時・場所・出席者・協議検討事項 

（１）部会長、副部会長の選出 

（２）施設通学部会について 

（３）今後のスケジュール（案）について 

（４）バス乗車基準の検討について 

（５）通学路の安全対策について 

（６）次回開催日程について 

【事務局報告】協議・検討経過及び結果 

（１） 事務局より、部会長に有明小校区行政地区会長の関正之委員、副部会長に大

和小校長の板橋和宏委員を提案し、事務局案のとおり承認された。 

（２） 確認 

（３） 確認 

（４） バス乗車基準について、再編計画に示された「概ね 2ｋｍ」の範囲について

協議を行う。事務局案として「行政区単位とし、行政区の一部でも 2ｋｍ以

上であれば対象とする」と提案。対象者を決定後、バスの大きさや運行ルー

トなどを検討する予定。以下の質問や要望があった。 

(ア) 運行方法について（欠席する場合の連絡体制、乗降確認等の安全管理など）

→今後の検討課題とする 

(イ) 地域公共交通を担当する企画課と連携し、コミュニティバスの活用を含めて

検討してほしい。 

(ウ) １，２年生は２ｋｍより短い距離でバス通学を認めてほしい。 

(エ) バスの試乗を早めに行い、問題点の収集、改善を図ってほしい。 

(オ) 徒歩通学の児童については、安全面に配慮してほしい。 

(カ) 次回部会では、引き続き乗車基準について話し合う。各地域や PTA の意見

収集。事務局は、行政区の境界、公共施設・既存バス停（コミバス）の表示、

1.5ｋｍ以内の対象人数（1、2 年生）算出し提示する。 

（５） 通学路安全推進協議会について確認。 

（６） 次回の施設通学部会は、5 月 18 日（木）。原則、奇数月第 3 木曜日に開催。      

 

ありがとうございます。ただいまの説明についてご質問等がございましたら、挙手

の上、指名された後に、校区とお名前を述べてから発言をお願いします。 
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委員 

 

会長 

 

ＰＴＡ部会

長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、次にＰＴＡ部会から報告をお願いします。 

 

【ＰＴＡ部会報告】開催日時・場所・出席者・協議検討事項 

（１）部会長、副部会長の選出 

（２）PTA 部会について 

（３）今後のスケジュール（案）について 

（４）制服の選定方法について 

（５）次回開催日程について 

【事務局報告】 協議・検討経過及び結果 

（１） 事務局より、部会長に六合小ＰＴＡ会長の田中裕之委員、副部会長に豊原小

校長の片小田雅夫委員を提案し、事務局案のとおり承認された。 

（２） 確認 

（３） 確認 

（４） 制服について、保護者等を対象にアンケートを実施することを決定した。 

・制服を作成するか、保護者等を対象にアンケートを実施する。 

・アンケートの結果を制服採用や仕様作成の参考とする。 

・アンケートの内容については、議事第 4 号で説明する。 

・次回部会では、アンケート結果を参考に、制服を作成するかどうかにつ 

いて協議する予定。 

（５） 次回の PTA 部会は、5 月 25 日（木）。原則、奇数月第 4 木曜日に開催 

 

ありがとうございます。ただいまの説明についてご質問等がございましたら、挙手

の上、指名された後に、校区とお名前を述べてから発言をお願いします。 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、「議事第２号 報告 部会報告について」を終わります。 

続きまして、「議事第３号 協議 校名候補の公募について」、事務局より説明を

お願いします。 

 

【説明】 

 

ただいまの説明について、ご質問等がありましたら、挙手の上発言をお願いします。

何かございませんか。 
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Ａ委員 

 

 

事務局 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

Ｃ委員 

 

応募資格について、大和町在住者、再編対象校に在学・在職したことのある者が対

象とのことだが、それを確かめる手段はあるのか。 

 

用紙に○をつける欄を設けてはいるが、真偽の確認は難しいため、応募資格がある

と自己申告されれば応募が可能である。 

 

大和町地区小中学校の児童生徒および保護者については学校を通じて応募用紙を

配布するとのことだが、この回答は子供と保護者それぞれで出して良いのか。それと

も１つの家庭で１つの回答ということか。 

 

回答は１人１つなので、それぞれで回答可能。ただし用紙は各人でコピーするなど

の対応をお願いすることになる。 

 

他にございませんか。 

ないようですので、採決を行います。「議事第３号 協議 校名候補の公募につい

て」、賛成される方は挙手をお願いします。 

 

《過半数が挙手》 

 

賛成多数と認めます。「議事第３号 協議 校名候補の公募について」は承認され

ました。 

また今回の応募については期限があるため、その場で決定できない事項があった場

合は、修正を会長に一任していただいてよろしいでしょうか。賛成される方は挙手を

お願いします。 

 

《過半数が挙手》 

 

ありがとうございます。それでは次の議事に入ります。「議事第４号 協議 制服

に関するアンケートについて」、事務局より説明をお願いします。 

 

【説明】 

 

ただいまの説明について、何かご意見や質問等がありましたら、挙手の上発言をお

願いします。 

 

 アンケートの結果、最も多い回答を採用するものではないというのは、少数派の意

見が採用される可能性もあるということか。 
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事務局 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

事務局 

 

 

 

Ｃ委員 

 

事務局 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

この文言は、例えば制服が必要だと思う方、不必要だと思う方がほぼ同数となるな

どした場合に、「不必要とする意見が１票多いから制服は作りません」ということに

はしないという意味で記載している。なおアンケートはあくまで保護者の皆様がどの

ような意向をお持ちか確認し、部会での協議の参考にするものと考えている。 

 

それはつまり部会の中だけで決定するということか。 

 

部会には学校やＰＴＡの代表者の方に参加していただいており、様々な機会にそれ

ぞれの組織の意見を集約していただくようお願いしている。持ち寄られた意見とアン

ケートを基に部会で協議し、その結果について協議会で承認をいただきたい。 

 

 アンケートの結果は一般に公表するのか。 

 

全ての意見を公開するのは難しいが、主だった意見は協議会だより等で公開したい

と考えている。 

 

制服の形がブレザーに決まった場合、現在の豊原小学校の制服になるのか。それと

もデザインは再度検討するのか。資料には現在の制服の値段が書いてあるが、再度検

討する場合、極端に価格が上がらないか心配である。 

 

今回のアンケートでは制服の形の希望を聞くものである。ブレザータイプの制服だ

からといって豊原小のブレザーを採用するわけではない。また設問７に価格や耐久性

等に関する要望を記入する欄を設けている。もし制服を導入する場合は、それらの要

望を含めて新たな制服を決めていきたいと考えている。 

 

 今年入学した子の保護者の中に、再編後は再度制服を買わなくてはならないのかと

心配している方が居る。再編前から在校している児童生徒については、従来の制服を

着用可能と理解して良いか。 

 

その通りである。保護者の負担を考慮し、令和６年度以前に入学した子供たちは従

来の制服の着用を認めるなど経過措置を設ける考えである。体が成長し、買い替えが

必要になった際は新たな制服に切り替えていただきたい。 

  

他にございませんか。 

ないようですので、採決を行います。「議事第４号 協議 制服に関するアンケー

トについて」、賛成される方は挙手をお願いします。 
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委員 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

委員、事務局 

 

会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

室長 

《過半数が挙手》 

 

賛成多数と認めます。「議事第４号 制服に関するアンケートについて」は承認さ

れました。こちらのアンケートについても期限がございますので、修正を会長に一任

してよろしいでしょうか。賛成される方は挙手をお願いします。 

 

《過半数が挙手》 

 

以上で本日予定されておりました議事については審議を終了いたします。最後に

「その他」で委員の皆さま、事務局から何かありますか。 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、以上で「次第５ 議事」を終了します。 

続きまして、「次第６ 次回開催日程について」、事務局より提案をお願いします。 

 

次回の協議会は６月８日（木）開催予定とさせていただきます。 

 

ただいまの提案について、ご質問意見等がございましたら、挙手の上発言をお願い

します。何かございませんか。 

 

《意見なし》 

 

ありがとうございました。次回の日程は、令和５年６月８日（木）といたします。

それでは、事務局にお返しします。 

 

以上で、本日の全ての日程は終了いたしましたので、これをもちまして第２回「大

和町地区小学校再編協議会」を閉会します。長時間にわたりお疲れ様でした。 

 

 


